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一
、
は
じ
め
に

　

平
安
朝
漢
詩
文
を
読
ん
で
い
る
と
「
こ
れ
ま
で
の
平
安
朝
漢
詩
文
研
究
に
お

い
て
、
二
次
資
料
は
果
た
し
て
十
分
に
活
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い

う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
二
次
資
料
と
は
、
詩
作
の

た
め
の
手
引
書
や
、
初
学
者
の
た
め
に
漢
文
を
和
語
で
解
説
し
た
抄
物
で
、
い

ず
れ
も
後
人
に
よ
る
編
纂
の
も
の
を
指
す
。具
体
的
に
い
う
と
、菅
原
為
長
（
一

一
五
八
〜
一
二
四
六
）
撰
『
文
鳳
抄
』・
藤
原
孝
範
（
一
一
五
八
〜
一
二
三
三
）

撰
『
擲
金
抄
』
と
い
っ
た
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
邦
人
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
対
語
語
彙
集
や
、
室
町
時
代
の
抄
物
の
こ
と
で
あ
る
。
な

か
で
も
『
文
鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』
に
つ
い
て
は
、
本
間
洋
一
や
佐
藤
道
生
ら
の

先
行
研
究
）
1
（

に
よ
っ
て
既
に
語
り
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、
現
在
の
平
安
朝
漢

詩
文
研
究
に
お
い
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い

か
。
従
っ
て
、
研
究
に
お
け
る
そ
の
活
用
価
値
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
検
討
す

る
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
、「
答
枇
杷
左
大
臣
辞
職

表
勅
（
枇
杷
左
大
臣
の
職
を
辞
す
る
の
表
に
答
ふ
る
勅
）」
を
題
材
に
検
討
す
る
。

具
体
的
に
は
、『
蒙
求
』
の
抄
物
で
あ
る
『
蒙
求
抄
』
な
ど
を
用
い
つ
つ
、
現

在
通
行
し
て
い
る
当
該
勅
答
の
校
訂
本
文
に
疑
義
を
呈
し
、
身
延
山
久
遠
寺
本

の
本
文
の
ま
ま
に
読
む
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
加
え
て
、
句
題
詩
作
成
の
た
め

の
対
語
集
で
あ
る
『
文
鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』
を
効
果
的
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
該
勅
答
が
展
開
す
る
表
現
の
背
景
が
読
み
解
き
う
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た

い
。

二
、「
答
枇
杷
左
大
臣
辞
職
表
勅
」
に
つ
い
て

　
「
枇
杷
左
大
臣
」
の
名
で
知
ら
れ
る
藤
原
仲
平
）
2
（

（
八
七
五
〜
九
四
五
）
は
、

藤
原
基
経
の
次
男
で
あ
る
。
兄
に
時
平
、
弟
に
忠
平
を
持
つ
人
物
で
あ
る
も
の

の
、
兄
・
弟
た
ち
と
比
較
す
る
と
大
変
に
地
味
な
存
在
で
あ
り
、
出
世
の
方
面

で
も
、
弟
の
忠
平
に
出
遅
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
仲
平
に
と
っ
て
、
承
平
三

平
安
朝
漢
詩
文
研
究
に
お
け
る
二
次
資
料
の
活
用

│
│ 

大
江
朝
綱
の
勅
答
を
例
に
し
て 

│
│

川
　
村
　
卓
　
也
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年
（
九
三
三
）
に
よ
う
や
く
右
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
大
慶
事
と
い

う
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
当
時
の
慣
習
に
従
い
、
右
大
臣
の
任
官
を
い
っ
た
ん
は
辞
退
し
よ
う

と
し
た
仲
平
の
こ
と
を
慰
留
す
る
た
め
に
書
き
著
さ
れ
た
の
が
、「
答
枇
杷
左

大
臣
辞
職
表
勅
（
枇
杷
左
大
臣
の
職
を
辞
す
る
の
表
に
答
ふ
る
勅
）」（『
本
朝

文
粋
』
巻
二
所
収　

以
下
、「
当
該
勅
答
」）
で
あ
る
。「
勅
答
」
と
は
、
勅
書

の
一
種
で
、
多
く
は
貴
族
ら
の
辞
表
に
対
し
て
著
さ
れ
た
公
文
書
の
こ
と
）
3
（

で
あ

る
。
当
時
、
大
内
記
の
職
に
あ
っ
た
大
江
朝
綱
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
当
該
勅

答
に
お
け
る
仲
平
を
称
賛
す
る
箇
所
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
校
訂
に
ま
つ

わ
る
問
題
が
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
用
典
の
技
法
を
よ
り
正
確
に
知
る
上
で
も

解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
喫
緊
の
課
題
と
い
え
よ
う
。
以
下
に
本
文
を
引
用
す
る
。

底
本
は
、『
本
朝
文
粋
』
流
布
本
の
原
本
に
相
当
す
る
身
延
山
久
遠
寺
本
）
4
（

に
よ
っ

た
。
ま
た
、
読
解
の
便
宜
上
、
①
〜
③
の
段
落
番
号
を
附
し
た
。
末
尾
の
注
に

簡
単
な
語
釈
を
載
せ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
）
5
（

。

①
勅
。
重
得
表
具
之
。
夫
立
事
立
官
、
卿
家
之
旧
語
。
世
功
世
徳
、
何
人

之
遺
蹤
。
去
病
則
是
霍
将
軍
博
陸
之
兄
、
玄
成
寧
非
韋
丞
相
第
二
之
子
。

縦
云
侯
王
無
種
、
已
知
公
卿
有
門
。

②
況
公
芝
扃
席
寵
、
戴
暁
星
而
積
年
、
椒
室
締
花
、
霑
春
露
而
映
日
。

③
朕
之
所
加
、
自
副
僉
属
。
方
今
一
片
風
清
、
雖
払
奔
競
之
跡
、
万
機
塵

鬧
、
恐
擁
謙
譲
之
懐
。
朕
心
匪
石
、
公
何
可
転
。
莫
重
地
中
之
山
、
以

塞
天
下
之
望
耳
。

承
平
三
年
三
月
十
六
日

〔
①
勅
。
重
ね
て
表
を
得
て
之
を
具
さ
に
す
。
夫
れ
「
事
を
立
し
て
官

を
立
す
」
と
は
、
卿
が
家
の
旧
語
な
り
。
功
を
世
よ
に
し
徳
を
世
よ

に
す
る
は
、
何
れ
の
人
の
遺
蹤
な
る
。
去
病
は
則
ち
是
れ
霍
将

軍 

博
陸
の
兄
に
し
て
、
玄
成
は
寧
ん
ぞ
韋
丞
相
第
二
の
子
に
非
ざ

ら
ん
や
。
縦
ひ
「
侯
王
に
種
無
し
」
と
云
へ
ど
も
、
已
に
公
卿
に

門 

有
る
を
知
る
。

②
況
ん
や
公
は
芝
扃 

寵
を
席
き
、
暁
星
を
戴
き
て
年
を
積か
さ

ね
、
椒

室 

花
を
締む
す

び
て
、
春
露
に
霑う
る

ほ
ひ
て
日
に
映
ず
。

③
朕
の
加
ふ
る
所
、
自
ら
僉せ
ん

属し
ょ
くに

副
へ
り
。
方
に
今 

一
片
の
風
清
し
、

奔
競
の
跡
を
払
ふ
と
雖
も
、
万
機 

塵
鬧さ
は
がし

け
れ
ば
、
恐
ら
く
は
謙

譲
の
懐お
も

ひ
を
擁
せ
ん
。
朕
が
心
は
石
に
匪
ず
、
公 

何
ぞ
転
ず
べ
け

ん
や
。
地
中
の
山
を
重
ね
て
、
以
て
天
下
の
望
み
を
塞
ぐ
こ
と
莫
れ

と
い
ふ
の
み
。

承
平
三
年
三
月
十
六
日
〕

　

承
平
三
年
（
九
三
三
）
に
、
任
命
さ
れ
た
右
大
臣
の
職
を
辞
そ
う
と
す
る
藤

原
仲
平
に
対
し
、
当
時
の
朱
雀
天
皇
が
慰
留
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

（
１
）
勅
答
が
書
か
れ
る
ま
で
の
行
程

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
勅
答
と
は
ど
の
よ
う
な
行
程
を
経
て
発
せ
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
勅
答
の
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
そ
の
こ

と
を
整
理
し
た
い
。

　

前
項
で
も
触
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
勅
答
と
は
、
公
卿
の
辞
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表
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。『
西
宮
記
』
を
次
に
掲
げ
た
。

新
任
大
臣
三
度
献
辞
表
。〈
又
有
辞
封
表
。
第
三
表
有
勅
答
。（
以
下
略
）〉

〔 
新
任
の
大
臣
は
三
度 

辞
表
を
献
ず
〈
又 

封
を
辞
す
る
表
有
り
。
第

三
表
に
勅
答
有
り
。〉〕

 

（『
西
宮
記
』
臨
時
一
（
乙
）「
新
任
大
臣
表
」）

大
臣
に
任
命
さ
れ
た
な
ら
ば
儀
礼
的
に
三
度
ほ
ど
辞
表
を
奉
っ
て
か
ら
後
に
任

じ
ら
れ
た
そ
の
職
に
就
任
す
る
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
右
に
掲
げ
た
通

り
、
三
度
目
の
上
表
の
際
に
新
任
大
臣
を
慰
留
す
る
勅
答
が
発
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
当
該
勅
答
も
、
仲
平
が
三
度
目
の
上
表
を
し
た
際

の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
勅
答
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ど
の
よ
う
な
行
程

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
藤
原
孝
範
が
著
し
た
、
内
記
の
職
掌
に
つ
い
て
の
故

実
書
で
あ
る
『
柱
史
抄
』
を
見
て
み
よ
う
。

兼
日
、
堪
能
文
之
儒
奉
之
草
進
。
其
間
作
者
内
々
告
大
内
記
許
者
例
也
。

勅
答
有
無
随
時
儀
。（
中
略
）

有
勅
答
之
時
。
職
事
前
日
送
書
状
云
、
明
日
可
有
摂
政
御
上
表
也
。
所
請

不
許
勅
答
。
任
先
例
可
被
用
意
者
。
其
後
内
々
行
向
表
作
者
許
、
見
表
草
。

兼
又
令
見
勅
答
草
。
蓋
故
実
也
。

〔 

兼
日
、
文
を
能
く
す
る
に
堪
ふ
る
の
儒 

之
が
草
を
奉
り
進
ず
。
其

間 

作
者 

内
々
に
大
内
記
の
許
に
告
ぐ
る
こ
と
は
例
な
り
。
勅
答
の

有
無
は
時
儀
に
随
ふ
。（
中
略
）

勅
答
有
る
の
時
、
職
事 

前
日 

書
状
を
送
り
て
云
は
く
、「
明
日 

摂

政
御
上
表
有
る
べ
き
な
り
。
請
ふ
所
を
許
さ
ざ
る
の
勅
答
、
先
例
に

任
じ
て
用
意
せ
ら
る
べ
し
」
て
へ
り
。
其
後 

内
々
に
表
の
作
者
の

許
に
行
き
向
か
ひ
、
表
が
草
を
見
る
。
兼
ね
て
又
た
勅
答
が
草
を
見

せ
し
む
。
蓋
し
故
実
な
り
。〕

 

（『
柱
史
抄
』
巻
下
・
臣
下
部
・
摂
関
表
事
）

引
用
箇
所
は
、
新
任
の
摂
政
・
関
白
に
よ
る
辞
表
と
、
そ
れ
に
対
す
る
勅
答
と

に
関
わ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
辞
表
の
作
者

と
勅
答
を
著
す
大
内
記
と
は
、
一
連
の
上
表
の
行
為
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、

互
い
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
ま
た
、
上
表
の
前
日
に
辞
表
や
勅
答
の
草
稿
を
見

せ
合
う
と
い
っ
た
談
合
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
引
用
箇
所
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

そ
れ
が
「
故
実
」
だ
と
い
う
の
だ
。
当
該
勅
答
と
対
の
関
係
に
な
る
べ
き
仲
平

の
辞
表
の
本
文
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
作
者
も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
記

述
を
信
頼
す
れ
ば
、
朝
綱
も
辞
表
作
者
と
の
談
合
を
経
た
う
え
で
、
当
該
勅
答

の
本
文
は
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
勅
答
の
内
容
に
つ
い
て

　

次
に
当
該
勅
答
の
内
容
に
つ
い
て
大
ま
か
な
整
理
を
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

第
①
段
落
に
お
い
て
、
仲
平
の
血
統
に
つ
い
て
賞
賛
し
、
藤
原
氏
が
名
門
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
。
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
傍
線
部
に
お
い
て
は
、
仲
平
の
こ

と
を
中
国
前
漢
の
霍
去
病
や
韋
玄
成
に
擬
え
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
第
②
段
落

に
て
、
仲
平
個
人
も
皇
室
か
ら
の
寵
愛
が
深
い
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
後
の
第

③
段
落
に
お
い
て
、
天
皇
が
仲
平
に
右
大
臣
に
任
じ
よ
う
と
し
た
の
は
「
僉
属
」

（
多
く
の
人
の
要
望
）
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
仲
平
が
断
わ
ろ
う
と
し
て
い
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る
の
は
、
様
々
の
こ
と
が
さ
わ
が
し
く
、
謙
譲
の
思
い
を
も
よ
お
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
と
し
た
上
で
、
強
い
決
意
の
も
と
、
右
大
臣
就
任
を
強
く
勧
め
る
も
の

で
あ
る
。

（
３
）
藤
原
仲
平
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
藤
原
仲
平
に
つ
い
て
簡
単
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
仲

平
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
た
ど
る
と
、
右
衛
門
佐
・
右
近
衛
少
将
・
右
近
衛

中
将
・
左
近
衛
中
将
・
蔵
人
頭
な
ど
を
つ
と
め
た
の
ち
、
大
納
言
・
右
大
臣
を

へ
て
、
承
平
七
年
（
九
三
七
）
に
左
大
臣
に
就
任
す
る
人
物
で
あ
る
。
当
該
勅

答
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、『
公
卿
補
任
』
に
よ

る
と
、
承
平
三
年
（
九
三
三
）
二
月
十
三
日
で
あ
り
、
仲
平
五
十
九
歳
の
時
で

あ
っ
た
。
次
に
家
系
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
大
鏡
』
基
経
の
本
文
を
以
下
に
引

用
す
る
。

こ
の
昭
宣
公
の
お
と
ど
は
、
陽
成
院
の
御
舅
に
て
、
宇
多
の
帝
の
御
時
に
、

准
三
宮
の
位
に
て
年
官
・
年
爵
を
え
た
ま
ふ
。
朱
雀
院
・
村
上
の
祖
父
に

て
お
は
し
ま
す
。「
世
覚
え
や
む
ご
と
な
し
」
と
申
せ
ば
お
ろ
か
な
り
や
。

御
男
子
四
人
お
は
し
ま
し
き
。
太
郎
左
大
臣
時
平
、
二
郎
左
大
臣
仲
平
、

四
郎
太
政
大
臣
忠
平
と
言
ふ
に
… 

（『
大
鏡
』
基
経
）

　

藤
原
基
経
に
つ
い
て
「
御
男
子
四
人
お
は
し
ま
し
き
」
と
述
べ
た
後
に
、
長

男
時
平
・
次
男
仲
平
・
四
男
忠
平
と
い
う
順
に
三
人
の
子
息
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
仲
平
は
基
経
の
次
男
に
あ
た
る
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
仲
平
に
つ
い
て
は
、
宇
多
法
皇
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
す

資
料
が
あ
る
。

延
喜
十
一
年
夏
六
月
十
五
日
、
太
上
法
皇
、
開
水
閣
、
排
風
亭
、
別
喚
大

戸
、
賜
以
淳
酒
。
然
応
其
選
者
、
唯
参
議
藤
原
朝
臣
仲
平

0

0

0

0

0

0

・
兵
部
大
輔
源

嗣
・
左
近
衛
少
将
藤
原
兼
茂
・
藤
原
俊
蔭
・
出
羽
守
藤
原
経
邦
・
兵
部
少

輔
良
峯
遠
視
・
左
兵
衛
佐
藤
原
伊
衡
・
散
位
平
希
世
等
八
人
而
已
。

〔 

延
喜
十
一
年
夏
六
月
十
五
日
、
太
上
法
皇
、
水
閣
を
開
き
、
風
亭
を
排

き
、
別
に
大
戸
を
喚
び
、
賜あ
た

ふ
る
に
淳
酒
を
以
て
す
。
然
れ
ば
其
の
選

に
応
ず
る
者
は
、
唯
だ
参
議 

藤
原
朝
臣
仲
平

0

0

0

0

0

0

・
兵
部
大
輔 

源
嗣
・
左

近
衛
少
将 

藤
原
兼
茂
・
藤
原
俊
蔭
・
出
羽
守 

藤
原
経
邦
・
兵
部
少

輔 

良
峯
遠
視
・
左
兵
衛
佐 

藤
原
伊
衡
・
散
位 

平
希
世
等
の
八
人
の

み
。〕

 

（
紀
長
谷
雄
「
亭
子
院
賜p

飲
記
」『
本
朝
文
粋
』
巻
十
二
）

　

こ
れ
は
延
喜
十
一
年
（
九
一
一
）
に
「
太
上
法
皇
」、
す
な
わ
ち
宇
多
法
皇

が
院
御
所
の
亭
子
院
に
お
い
て
催
し
た
宴
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
仲
平
が
宴
に
陪
席
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
箇
所
の

末
尾
で
は
、
宴
の
出
席
者
に
つ
い
て
「
八
人
而
已
0

0

」
と
い
う
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ

限
定
形
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仲
平
ら
に
対
す
る
宇
多
法
皇
に
よ
る
寵
愛

ぶ
り
が
窺
え
よ
う
。
当
該
勅
答
第
②
段
落
で
の
、
仲
平
と
皇
室
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
宇
多
法
皇
と
の
か
よ
う
な
関
係
を
も
念
頭
に
置
い
た
も
の

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
当
該
勅
答
が
著
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
承
平
三
年
の
任
右
大
臣

に
関
す
る
逸
話
も
『
大
鏡
』
仲
平
に
見
え
る
。
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こ
の
お
と
ど
（
仲
平
の
こ
と　

引
用
者
注
）
は
、
基
経
の
お
と
ど
の
次
郎
。

継
母
は
、
本
院
の
大
臣
（
時
平
の
こ
と　

引
用
者
注
）
に
同
じ
。（
中
略
）

貞
信
公
（
忠
平
の
こ
と　

引
用
者
注
）
よ
り
は
御　

兄
な
れ
ど
も
、
三
十

年
ま
で
大
臣
に
な
り
お
く
れ
た
ま
へ
り
し
を
、
つ
ひ
に
な
り
た
ま
へ
れ
ば
、

お
ほ
き
お
ほ
い
ど
の
御
よ
ろ
こ
び
の
歌
、

お
そ
く
と
く
つ
ひ
に
咲
き
ぬ
る
梅
の
花
た
が
種
ゑ
お
き
し
種
に
か
あ

る
ら
む

や
が
て
そ
の
花
を
か
ざ
し
て
、
御
対
面
の
日
、
よ
ろ
こ
び
た
ま
へ
る
。

 

（『
大
鏡
』
仲
平
）

　

先
に
左
大
臣
に
な
っ
て
い
た
弟
の
忠
平
が
、
よ
う
や
く
右
大
臣
に
な
っ
た
兄

の
仲
平
に
梅
の
枝
を
和
歌
と
と
も
に
贈
り
祝
賀
す
る
逸
話
で
あ
る
。
右
大
臣
就

任
は
、
弟
に
比
べ
て
出
世
が
遅
れ
て
い
た
仲
平
）
6
（

に
と
っ
て
は
、
人
生
の
転
機
と

で
も
い
う
べ
き
出
来
事
で
あ
り
、
右
大
臣
就
任
時
の
仲
平
の
周
縁
を
探
る
う
え

で
も
当
該
勅
答
を
研
究
す
る
こ
と
は
重
要
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
本
文
校
訂
に
つ
い
て

　
　
│
柿
村
重
松
か
ら
新
大
系
ま
で
の
先
行
研
究
概
観
│

　

で
は
、
当
該
勅
答
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。『
本
朝
文
粋
』
の
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
在
最
も
通
行
し
て
い
る

の
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、「
新
大
系
」）
の
本
文
で
あ
る
。
本
稿
で

問
題
と
し
た
い
の
は
、「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
本
文
の
傍
線
部
の
箇
所
で

あ
る
。
以
下
に
金
原
理
担
当
の
校
訂
本
文
を
引
用
す
る
。

去
病
則
是
霍
将
軍
博
陸
之
兄
、
玄
成
寧
非
韋
丞
相
第
四0

之
子
。

　

こ
こ
で
の
校
異
注
に
お
い
て
「
四
（
意
）
‐
二
」
と
示
す
よ
う
に
、
底
本
で

あ
る
身
延
山
本
で
は
「
第
二0

之
子
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
こ
こ
で
は
「
第
四0

之
子
」

に
意
改
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
本
朝
文
粋
』
巻
二
の
身
延
山
本
以
外

の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
写
本
に
お
い
て
は
例
え
ば
猿
投
神
社
甲
本
や
、
版
本
に

お
い
て
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
刊
版
本
・
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
刊
版

本
が
あ
る
が
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
第
二
之
子
」
に
作
っ
て
お
り
、「
第
四
之
子
」

の
本
文
に
作
る
テ
ク
ス
ト
は
ひ
と
つ
も
な
い
。

　

新
大
系
が
か
よ
う
な
意
改
を
し
た
背
景
と
し
て
は
、『
本
朝
文
粋
』
研
究
の

古
典
的
名
著
で
あ
る
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
註
釈
』（
以
下
、「
柿
村
註
」）
に
、

去
病
則
是
霍
将
軍
博
陸
之
兄
、
玄
成
寧
非
韋
丞
相
第
二
〈
諸
本
作

0

0

0p

二0

、

案
漢
書
当

0

0

0

0p

作0p

四0

〉
之
子

と
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
正
保
刊
版
本
を
底
本
に
し
た
本
文
を

改
め
こ
そ
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、「
第
二
之
子
」
と
い
う
本
文
に
対
し
て
、

『
漢
書
』
の
記
述
に
従
っ
て
「
第
四
之
子
」
に
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う

案
語
を
挿
入
し
て
い
る
。
で
は
、
柿
村
註
の
案
語
の
拠
り
所
と
な
っ
た
『
漢
書
』

韋
賢
伝
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

賢
四
子
。
長
子
方
山
為
高
寝
令
、
早
終
。
次
子
弘
、
至
東
海
太
守
。
次
子

舜
、
留
魯
守
墳
墓
。
少
子
玄
成

0

0

0

0

、
復
以
明
経
歴
位
至
丞
相
。
故
鄒
魯
諺
曰
、

「
遺
子
黄
金
満
籯
、
不
如
一
経
」。

〔 

賢
に
四
子
あ
り
。
長
子 

方
山
は
高
寝
令
に
為
れ
ど
も
、
早
に
終
ゆ
。
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次
子 

弘
、
東
海
太
守
に
至
る
。
次
子 

舜
、
魯
に
留
ま
り
て
墳
墓
を
守

る
。
少
子
0

0 

玄
成
0

0

、
復
た
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
位
を
歴
て
丞
相
に

至
る
。
故
に
鄒
魯
の
諺
に
曰
く
、「
子
に
黄
金
満
籯
を
遺
す
は
、
一
経

に
如
か
ず
」
と
。〕 

（『
漢
書
』
韋
賢
伝
）

　

こ
れ
は
、
韋
賢
の
四
人
の
息
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
傍
点
部
の
よ
う
に
韋
玄
成
の
こ
と
を
、「
少
子
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

韋
賢
の
四
人
い
る
息
子
の
う
ち
の
末
子
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
漢
書
』

の
こ
こ
で
の
記
述
に
従
え
ば
、「
第
二
之
子
」
と
い
う
本
文
を
「
第
四
之
子
」

に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
た
柿
村
註
や
、
実
際
に
意
改
し
た
新
大

系
の
本
文
は
、
一
見
、
妥
当
な
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
で
い

い
の
だ
ろ
う
か
。

四
、
日
本
漢
学
に
お
け
る
「
韋
玄
成
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
諸
相

（
１
）
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
韋
玄
成

　

柿
村
註
・
新
大
系
で
の
判
断
を
再
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
漢
学
に
お

け
る
韋
玄
成
に
つ
い
て
の
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
平
安
か
ら
鎌
倉
に

か
け
て
幼
学
書
と
し
て
貴
族
の
子
弟
に
読
ま
れ
た
）
7
（

『
蒙
求
』
か
ら
引
用
し
た
い
。

韋
賢
満
籯

《
李
瀚
自
注
》
漢
書
…
少
子
玄
成

0

0

0

0

字
少
翁
。
位
亦
至
丞
相
。
封
於
范
陽
…

〔 

漢
書
…
少
子
0

0 

玄
成
0

0 

字あ
ざ
なは
少
翁
。
位
は
亦
た
丞
相
に
至
る
。
范
陽
に

封
ぜ
ら
る
…
〕 

（
故
宮
博
物
院
本
『
蒙
求
』）

　
『
蒙
求
』
に
は
、
韋
玄
成
の
父
で
あ
る
韋
賢
の
こ
と
を
題
材
に
し
た
「
韋
賢

満
籯
」
と
い
う
標
題
が
あ
る
。
子
息
に
は
「
籯
」（
カ
ゴ
）
い
っ
ぱ
い
の
黄
金

を
与
え
る
よ
り
も
経
書
を
ひ
と
つ
教
え
た
ほ
う
が
良
い
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
の
李
瀚
自
注
に
は
『
漢
書
』
韋
賢
伝
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
玄

成
の
こ
と
も
「
少
子
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
次
に
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
日
本
漢
詩
文
で
の
用
例

を
見
て
み
よ
う
。
1
〜
4
と
い
う
よ
う
に
列
挙
し
た
。

1
、
范
蠡
長
男
凡
草
老　

韋
賢
少
子

0

0

0

0

一
叢
残

〔
范
蠡
が
長
男 

凡
草 

老
い
た
り
、
韋
賢
が
少
子

0

0

0

0

0 

一
叢 

残
れ
り
〕

 

（
大
江
佐
国
「
菊
為w

花
最
弟q

」『
新
撰
朗
詠
集
』
秋
「
菊
」）

2
、
范
蠡
カ
長
易　

韋
賢
0

0

カ
少
子
0

0

 

（『
擲
金
抄
』
下
・
双
貫
部
・
人
倫
部
「
兄
弟
」）

3
、
大
伯
遁
名　

玄
成
0

0

伝
業

 

（『
擲
金
抄
』
下
・
双
貫
部
・
人
倫
部
「
兄
弟
」）

4
、
彼
玄
成
者

0

0

0

0

、
韋
賢
之
少
子

0

0

0

0

0

、
文
彩
過
父
、

慈
明
者
、
荀
氏
之
一
龍
也
、
名
誉
絶
群
。

〔
彼か

の
玄
成
は
、
韋
賢
の
少
子
に
し
て
、
文
彩 

父
に
過
ぎ
た
り
、

　
　
　
　
　

慈
明
は
、
荀
氏
の
一
龍
に
し
て
、
名
誉 

群
を
絶
す
〕

（ 

藤
原
敦
光
「
請i

特
蒙w

天
慈q

被p

給w

学
問
料
於
男
学
生
正
六

位
上
成
光a

令t

継w

儒
業q

状
」『
本
朝
続
文
粋
』
巻
六
）

1
・
2
は
、
と
も
に
、
弟
を
見
殺
し
に
し
て
し
ま
っ
た
范
蠡
の
長
男
の
故
事

（『
史
記
』
越
世
家
）
と
対
に
し
て
あ
る
例
で
あ
る
。
1
は
、「
范
蠡
長
男
」
を
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菊
以
外
の
草
花
に
、「
韋
賢
少
子
」
を
「
菊
」
に
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
て
い
る
。
詩

題
の
「
菊
為
花
最
弟
」
と
は
、
菊
の
こ
と
を
「
花
最
弟
」、
す
な
わ
ち
秋
の
草

花
の
な
か
で
最
も
遅
く
に
咲
く
花
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
題
目
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
「
菊
為
花
最
弟
」
と
い
う
題
を
敷
衍
す
る
た
め
に
「
韋
賢
少
子
」
を
用
い

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
末
子
で
あ
る
と
す
る
『
漢
書
』
の
記
述
に
従
っ
て
い

よ
う
。
2
は
、
鎌
倉
初
期
の
対
語
語
彙
集
で
あ
る
『
擲
金
抄
』
で
の
用
例
で
あ

る
。
こ
れ
も
「
少
子
」
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
『
漢
書
』
の
記
述

に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
掲
出
さ
れ
て
い
る
部
立
に
注
目
し

た
い
。
そ
の
部
立
の
名
を
見
る
と
、
ま
さ
に
「
兄
弟
」
と
あ
る
。
こ
の
部
立
に

着
目
す
れ
ば
、「
范
蠡
カ
長
易
）
8
（

」
が
「
兄
」
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
韋
賢
カ
少
子
」、

す
な
わ
ち
韋
玄
成
は
「
弟
」
の
関
連
語
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
か
と
考
え
ら

れ
る
。
3
も
同
じ
く
『
擲
金
抄
』
の
同
じ
部
立
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
対
語
で
あ

る
。「
玄
成
伝
業
」
と
は
、
韋
賢
の
業
績
が
「
弟
」
で
あ
る
韋
玄
成
に
受
け
継

が
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
弟
と
と
も
に
江
南
に
至
り
、
呉
の
始
祖

と
な
っ
た
太
伯
の
こ
と
を
題
材
に
す
る
「
大
伯
遁
名
」
と
対
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
2
と
同
様
に
、「
弟
」
の
関
連
語
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

4
は
、
藤
原
敦
光
（
一
〇
六
四
〜
一
一
四
四
）
が
息
子
の
成
光
に
学
問
料
を
支

給
さ
れ
る
よ
う
に
乞
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
成
光
の
こ
と
を
韋
玄
成
や
、

後
漢
の
荀
淑
の
六
男
で
あ
る
荀
爽
に
擬
え
る
。

　

以
上
、
1
〜
4
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
漢
詩
文
で
の
用
例
を
列
挙
し
た
が
、

い
ず
れ
も
韋
玄
成
の
こ
と
を
、
韋
賢
の
四
人
い
る
息
子
の
う
ち
の
「
少
子
」（
末

子
）
だ
と
す
る
『
漢
書
』
の
言
説
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。「
弟
」
の
関
連

語
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
1
・
4
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
二
例
と
い
っ

た
寥
寥
た
る
実
作
の
用
例
だ
け
で
は
判
然
と
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、『
擲
金

抄
』
と
い
う
二
次
資
料
の
部
立
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
自
信

を
持
っ
て
押
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
当
該
勅
答
に
お
い
て
「
第
二
之
子
」
の
対
語
と
し
て
配
置
さ
れ
る
霍

去
病
に
関
す
る
詩
語
も
、
2
・
3
と
同
じ
『
擲
金
抄
』
下
・
双
貫
部
・
人
倫
部

「
兄
弟
」
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
霍
去
病
は
、
朝
廷
の
実
力
者
で
あ
っ
た
霍
光

の
兄
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
）
9
（

。
次
に
掲
げ
た
。

去
病
0

0

カ
賢　

放
勛
カ
徳 

（『
擲
金
抄
』
下
・
双
貫
部
・
人
倫
部
「
兄
弟
」）

　

こ
こ
で
は
、
兄
で
あ
る
摯
の
こ
と
を
補
佐
し
た
放
勛
、
す
な
わ
ち
尭
の
こ
と

を
表
す
「
放
勛
徳
」
と
対
に
さ
れ
て
い
る
。
兄
の
こ
と
を
よ
く
補
佐
し
た
「
弟
」

で
あ
る
「
放
勛
」
と
対
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
去
病

賢
」
と
は
「
兄
」
の
関
連
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
人
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
霍
去
病
で
は
あ
る
が
、
武
人
と
し
て
で
は
な
く
「
兄
」

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、

霍
去
病
は
「
兄
」
の
、
韋
玄
成
は
「
弟
」
の
関
連
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
、
当
該
勅
答
に
お
い
て
も
同
様
の
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
よ

う
。
当
時
の
日
本
人
が
い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
、
こ
れ
ら
の
語
句
を
用
い

て
い
た
か
が
分
か
る
）
10
（

。

　

霍
去
病
に
つ
い
て
も
、
先
の
韋
玄
成
と
同
様
に
、「
兄
」
の
関
連
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
実
作
で
の
用
例
は
非
常
に
少
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
や
は

り
、『
擲
金
抄
』
を
見
ね
ば
分
か
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
さ
て
お
き
、
前
掲
し
た
『
蒙
求
』
や
日
本
漢
詩
文
で
の
用
例
1
〜
4

を
踏
ま
え
れ
ば
、『
漢
書
』
韋
賢
伝
の
記
述
を
踏
ま
え
た
で
あ
ろ
う
、
韋
玄
成

が
四
人
兄
弟
の
末
子
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
当
時
流
布
し
て
い
た
と
思
し
く
、

こ
の
ま
ま
だ
と
、
当
該
勅
答
の
本
文
に
つ
い
て
「
第
二
之
子
」
で
は
な
く
「
第

四
之
子
」
に
作
る
べ
き
だ
と
し
た
柿
村
註
・
新
大
系
の
見
識
は
、
ま
す
ま
す
妥

当
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
。

（
２
）『
史
記
』・『
蒙
求
抄
』
か
ら
見
る
韋
玄
成

　

し
か
し
な
が
ら
、
韋
玄
成
の
生
ま
れ
順
に
つ
い
て
は
異
伝
が
あ
る
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

韋
丞
相
賢
者
、
魯
人
也
。
以
読
書
術
為
吏
、
至
大
鴻
臚
。
有
相
工
相
之
、

当
至
丞
相
。
有
男
四
人
。
使
相
工
相
之
。
至
第
二
子

0

0

0

、
其
名
玄
成
0

0

。
相
工

曰
、
此
子
貴
、
当
封
。

〔 

韋
丞
相 

賢
は
、
魯
の
人
な
り
。
読
書
の
術
を
以
て
吏
と
為
り
、
大
鴻

臚
に
至
る
。
相
工
の
之
を
相
す
る
こ
と
有
り
て
、「
当
に
丞
相
に
至
る

べ
し
」
と
。
男
四
人
有
り
。
相
工
を
し
て
之
を
相
せ
し
む
。
第
二
子

0

0

0

に

至
る
、
其
の
名
は
玄
成
0

0

。
相
工
曰
く
、「
此
の
子
は
貴
く
、
当
に
封
ぜ

ら
る
べ
し
」
と
。〕 

（『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
）

　

韋
玄
成
の
父
、
韋
賢
が
大
鴻
臚
で
あ
っ
た
時
、
相
人
に
自
身
や
息
子
の
人
相

見
を
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
点
部
の
よ
う
に
韋

玄
成
の
こ
と
を
韋
賢
の
「
第
二
子
」（
次
男
）
で
あ
る
と
す
る
こ
と
）
11
（

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
韋
玄
成
の
こ
と
を
韋
賢
の
四
男
で
あ
る
と
す
る
『
漢
書
』
の
記
述
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
韋
玄
成
の
兄
弟
関
係
（
生
ま
れ
順
）
に
関
し
て
異
伝

が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
せ
る
記
述
で
あ
ろ
う
。
実
は
、「
張
丞
相
列
伝
」

の
こ
の
部
分
は
、
司
馬
遷
に
よ
る
記
述
で
は
な
く
、
前
漢
の
元
帝
（
在
位
：
前

四
八
〜
前
三
三
）
の
こ
ろ
に
博
士
を
務
め
た
褚
少
孫
の
著
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
史
記
索
隠
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

自
車
千
秋
已
下
、
皆
褚
先
生
等
所
記
。

〔
車
千
秋
よ
り
已
下
、
皆
褚
先
生
等
の
記
す
所
な
り
。〕

　
「
車
千
秋
」
と
い
う
の
は
、
武
帝
の
と
き
に
丞
相
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
張
丞
相
列
伝
」
と
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
そ
の
前
半
部
分
は

張
蒼
の
伝
を
収
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
後
半
部
分

は
、武
帝
の
時
代
に
お
い
て
丞
相
を
務
め
た
人
物
た
ち
を
列
挙
し
て
い
る
。『
史

記
索
隠
』
は
、「
張
丞
相
列
伝
」
の
後
半
部
分
は
「
褚
先
生
」
こ
と
、
褚
少
孫

の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。

　

で
は
、
こ
の
「
張
丞
相
列
伝
」
の
当
該
箇
所
は
日
本
に
お
い
て
は
い
か
に
し

て
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
室
町
時
代
の
『
蒙
求
抄
』
を
見
て
み
よ

う
。

少
子
ト
ア
ル
ホ
ト
ニ
嫡
子
テ
ハ
ナ
イ
ソ
（
中
略
）
至
大
鴻
臚
有
相
工
相
之

当
至
丞
相
有
男
四
人
使
相
工
相
之
至
第
二
子
其
名
玄
成
相
工
曰
此
子
貴
当

封 

二
番
メ
ノ
子

0

0

0

0

0

カ
貴
ナ
ラ
ウ
ト
云
タ
レ
ハ
案
ノ
如
ク
サ
ウ
ア
タ
ツ
タ
ソ

 

（
林
宗
二
『
蒙
求
抄
』）

　

こ
こ
で
は
、「
韋
賢
満
籝
」（『
蒙
求
』
徐
子
光
注
）
で
の
「
少
子
」
と
い
う

語
を
解
説
す
る
に
あ
た
り
、
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『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
の
一
部
分
を
引
用
し
、
玄
成
の
こ
と
を
「
二
番
メ
ノ

子
」
と
す
る
。
ま
た
、
南
化
本
『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
の
当
該
箇
所
の
欄
外
に

は
、
五
山
僧
に
よ
っ
て
『
漢
書
』
韋
賢
伝
の
本
文
が
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、
韋
玄
成
に
つ
い
て
の
言
説

と
し
て
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
記
述
双
方
が
並
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　

韋
玄
成
の
こ
と
を
韋
賢
の
第
二
子
で
あ
る
と
す
る
『
史
記
』
の
言
説
は
、
当

該
勅
答
の
傍
線
部
を
「
去
病
則
是
霍
将
軍
博
陸
之
兄
、
玄
成
寧
非
韋
丞
相
第
二

之
子
（
去
病
は
則
ち
是
れ
霍
将
軍 
博
陸
の
兄
に
し
て
、
玄
成
は
寧
ん
ぞ
韋
丞

相
第
二
の
子
に
非
ざ
ら
ん
や
）」
と
す
る
身
延
山
本
の
本
文
と
合
致
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
『
大
鏡
』
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
仲
平
は
四
人
兄
弟
の

次
男
で
あ
る
。
四
人
兄
弟
の
次
男
で
あ
る
仲
平
と
、
玄
成
の
こ
と
を
韋
賢
の
次

男
で
あ
る
と
す
る
『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
の
記
述
と
は
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
朝
綱
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
記
述
双
方
の
う
ち
、
仲
平
の

生
ま
れ
順
と
合
致
す
る
『
史
記
』
の
言
説
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仲
平
の
血

統
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

当
該
勅
答
の
本
文
は
、
諸
本
の
作
る
ま
ま
に
「
第
二0

之
子
」
と
し
て
、
読
む
必

要
が
あ
り
、
柿
村
註
・
新
大
系
の
よ
う
に
「
第
四0

之
子
」
に
本
文
を
改
め
る
余

地
は
な
い
の
だ
）
12
（

。
当
時
、
詩
文
に
お
い
て
韋
玄
成
が
「
弟
」
の
関
連
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
当
該
勅
答
に
お
い
て
も
同
様
の
用

法
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
次
男
で
あ
ろ
う
と
四
男
で
あ
ろ
う
と
、「
弟
」

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
上
句
で
は
、
左
大
臣
忠
平
を
弟
に
持
つ
「
兄
」
と
し
て
の
仲
平

を
、
朝
廷
の
実
力
者
で
あ
っ
た
霍
光
を
弟
に
持
つ
霍
去
病
に
、
下
句
で
は
、
藤

原
四
兄
弟
の
次
男
、
す
な
わ
ち
今
は
亡
き
時
平
に
と
っ
て
は
「
弟
」
と
し
て
の

仲
平
を
、
次
男
で
あ
り
な
が
ら
も
父
業
を
継
い
だ
韋
玄
成
に
、
そ
れ
ぞ
れ
擬
え

て
い
る
の
だ
。
上
句
・
下
句
と
も
に
、
中
国
故
事
の
人
物
の
こ
と
を
、
時
に
は

出
典
を
選
択
し
つ
つ
も
「
兄
」・「
弟
」
に
つ
い
て
の
関
連
語
と
し
て
巧
み
に
用

い
な
が
ら
、
仲
平
の
貴
種
性
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「（
１
）
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
韋
玄
成
」
で
見
た
日
本
漢
詩
文

で
の
韋
玄
成
に
関
す
る
用
例
は
、
ど
れ
も
韋
玄
成
の
こ
と
を
韋
賢
の
第
四
子
で

あ
る
と
し
た
『
漢
書
』
の
記
述
を
典
拠
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
前

に
見
た
よ
う
に
、
当
時
の
幼
学
書
で
あ
る
『
蒙
求
』
古
注
が
『
漢
書
』
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。そ
う
し
た
な
か
に
お
い
て
、朝
綱
が
『
史

記
』
を
根
拠
に
し
た
こ
と
は
、
奇
異
な
こ
と
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
で
も
、『
漢
書
』
関
連
の
書
籍
の
方
が
『
史
記
』
関
連

の
書
籍
を
数
に
お
い
て
上
回
っ
て
い
る
）
13
（

よ
う
だ
。

　
『
史
記
』
享
受
の
事
例
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
が
あ
る
）
14
（

が
、
例
え
ば
、

『
枕
草
子
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

文
は
文
集
。
文
選
。
新
賦
。
史
記
、
五
帝
本
紀
。
願
文
。
表
。
博
士
の
申

文
。 

（『
枕
草
子
』
一
九
八
段
）

漢
文
の
書
の
な
か
で
も
良
い
も
の
の
一
例
と
し
て
、『
漢
書
』
で
は
な
く
、『
史

記
』
と
り
わ
け
そ
の
な
か
で
の
「
五
帝
本
紀
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
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数
多
く
の
俚
諺
の
出
典
を
記
し
た
『
世
俗
諺
文
』
に
は
、『
史
記
』
由
来
と
さ

れ
る
俚
諺
が
『
漢
書
』
由
来
と
さ
れ
る
も
の
と
共
に
多
く
立
項
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
平
安
当
時
の
『
史
記
』
好
尚
を
示
し
て
い
る
事
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
よ

う
。
加
え
て
、『
史
記
』
が
「
三
史
」
の
筆
頭
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
）
15
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、『
漢
書
』
に
比
し
て
『
史
記
』
が
享
受
さ
れ
な
か
っ
た
と
は

決
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
の
朝
綱
は
、
韋
玄
成
の
故
事
に
つ
い
て
の
有
力
な
出
典
で

あ
っ
た
『
漢
書
』
で
は
な
く
、
仲
平
の
血
統
を
表
現
す
る
た
め
に
あ
え
て
『
史

記
』
を
採
用
し
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
う
し
た
朝
綱
の
故
事
に
対
す
る
柔
軟
な
態

度
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
佐
藤
道
生
に
よ
れ
ば
、
朝
綱
に
は
、
本
来
は
ク
ス
ノ

キ
を
意
味
す
る
「
櫲
樟
」
と
い
う
漢
語
を
文
章
得
業
生
の
意
味
で
初
め
て
用
い

た
用
例
が
あ
り
、
後
世
の
文
人
貴
族
た
ち
は
朝
綱
の
用
例
を
典
拠
と
し
て
「
櫲

樟
」
の
語
を
用
い
た
と
い
う
）
16
（

。
こ
の
よ
う
に
朝
綱
の
故
事
・
表
現
に
対
す
る
態

度
と
し
て
は
、
眼
前
の
現
実
に
故
事
を
合
わ
せ
る
と
で
も
い
っ
た
一
種
の
柔
軟

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
綱
が
当
該
勅
答
の
表
現
を
な
す
に
あ

た
っ
て
、
韋
玄
成
の
生
ま
れ
順
に
つ
い
て
の
有
力
な
典
拠
で
あ
っ
た
『
漢
書
』

の
方
で
は
な
く
、
異
伝
が
記
さ
れ
る
『
史
記
』
の
言
説
を
用
い
て
い
た
と
し
て

も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仲
平
の
血
統
を
表
現
す
る
に

あ
た
っ
て
出
典
の
取
捨
選
択
を
し
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
、
朝
綱
の
文
業
か
ら

（
１
）
朝
綱
と
藤
原
忠
平
と
の
関
係

　

次
に
、
当
該
勅
答
が
朝
綱
の
文
業
の
な
か
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
朝
綱
と
藤
原
忠
平
と
の
関
係
に
着
目
し

た
い
。
当
該
勅
答
が
著
さ
れ
た
当
時
、
忠
平
は
左
大
臣
の
職
に
あ
っ
た
と
同
時

に
摂
政
を
も
兼
ね
て
い
た
）
17
（

が
、
朝
綱
は
、
仲
平
よ
り
も
む
し
ろ
弟
の
忠
平
と
の

関
係
が
深
か
っ
た
。
小
野
泰
央
は
、
朝
綱
が
忠
平
の
辞
表
を
再
三
に
渡
っ
て
作

り
、
天
慶
二
（
九
三
九
）
年
に
は
高
麗
へ
の
牒
書
を
忠
平
か
ら
託
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
、
律
令
制
の
崩
壊
に
よ
り
、
文
人
の
活
躍
す
る
場
が
な
く
な
っ

て
ゆ
く
当
時
に
お
い
て
、
才
学
で
為
政
者
に
仕
え
る
こ
と
は
家
学
を
絶
や
さ
な

い
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
18
（

と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
綱
が
忠
平
と
親
し

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
際
、
朝
綱
と
忠
平
と
の
関
係
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

朝
綱
作
成
の
忠
平
・
実
頼
関
連
文
書
（
辞
表
・
致
仕
表
・
勅
答
）
及
び
当
該
勅

答
を
以
下
に
イ
〜
ワ
と
し
て
作
成
時
順
に
ま
と
め
た
。

イ
、  「
為
貞
信
公
辞
摂
政
表
」
第
一
表
…
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月
十

二
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
﹇
一
〇
〇
﹈）

ロ
、  「
為
貞
信
公
辞
摂
政
表
」
第
二
表
…
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月
十

六
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
﹇
一
〇
一
﹈）

ハ
、  「
為
貞
信
公
辞
摂
政
表
」
第
三
表
…
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月
十



平
安
朝
漢
詩
文
研
究
に
お
け
る
二
次
資
料
の
活
用

（171）1140

九
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
﹇
一
〇
二
﹈）

ニ
、  「
答
貞
信
公
辞
摂
政
表
勅
」（
後
述
）
…
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月

二
十
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
﹇
五
一
﹈）

ホ
、  「
答
枇
杷
左
大
臣
辞
職
表
勅
」（
当
該
勅
答
）
…
承
平
三
年
（
九
三
三
）

三
月
十
六
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
﹇
二
三
﹈）

ヘ
、  「
為
貞
信
公
辞
太
政
大
臣
」
第
三
表
…
承
平
六
年
（
九
三
六
）
九
月

十
五
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
﹇
一
一
一
﹈）

ト
、「  

貞
信
公
天
皇
元
服
後
辞
摂
政
表
」
…
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
八
月

十
三
日 
（『
本
朝
文
粋
』
巻　

四
﹇
一
〇
三
﹈）

チ
、  「
貞
信
公
辞
摂
政
准
三
宮
等
表
」
…
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
五
月
二

十
七
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
﹇
一
〇
四
﹈）

リ
、  「
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
表
」
第
一
表
…
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
六
月

十
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
﹇
一
二
一
﹈）

ヌ
、  「
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
表
」
第
二
表
…
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
六
月

二
十
三
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
﹇
一
二
二
﹈）

ル
、  「
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
表
」
第
三
表
…
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
六
月

二
十
八
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
﹇
一
二
三
﹈）

ヲ
、  「
為
貞
信
公
請
致
仕
表
」
第
一
表
…
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
正
月
三

日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
﹇
一
三
〇
﹈）

ワ
、  「
為
貞
信
公
請
致
仕
表
」
第
二
表
…
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
三
月
十

六
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
五
﹇
一
三
一
﹈）

　

こ
の
忠
平
関
連
の
文
書
の
多
さ
か
ら
は
、
朝
綱
と
忠
平
と
の
関
係
の
深
さ
が

窺
え
よ
う
。
以
下
、
個
別
に
ご
く
簡
単
に
解
説
す
る
。
イ
〜
ハ
は
、
忠
平
の
た

め
に
書
か
れ
た
辞
摂
政
表
で
あ
る
。
忠
平
に
依
頼
さ
れ
、
私
的
に
作
成
し
た
も

の
と
思
し
い
。
ニ
は
、
そ
れ
を
慰
留
す
る
勅
答
で
あ
る
。
朝
綱
が
大
内
記
の
立

場
で
作
成
し
た
。
ヘ
は
、
忠
平
が
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
る
際
に
、
そ
れ
を
辞

退
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
辞
表
で
あ
る
。
ト
は
、
朱
雀
天
皇
が
元
服
し
た
の
を

機
に
摂
政
を
辞
任
し
よ
う
と
し
た
際
の
辞
表
で
、
チ
は
、
准
三
宮
の
地
位
を
辞

退
す
る
も
の
で
あ
る
。
リ
〜
ル
は
、
忠
平
の
息
子
で
あ
る
清
慎
公
（
藤
原
実
頼
）

が
慣
習
上
、
右
大
臣
を
辞
退
す
る
た
め
に
代
筆
し
た
辞
表
で
あ
る
。
ヲ
〜
ワ
は
、

老
境
に
至
っ
た
忠
平
が
太
政
大
臣
を
辞
任
す
る
た
め
の
致
仕
表
で
あ
る
。

　

ヲ
〜
ワ
が
書
か
れ
た
天
暦
三
年
に
忠
平
は
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
忠
平

の
晩
年
に
至
る
ま
で
も
朝
綱
は
文
筆
で
仕
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

リ
〜
ル
か
ら
、
忠
平
の
息
子
で
あ
る
実
頼
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
も
の
と
思
し

い
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
綱
は
忠
平
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
。（

２
）「
答
貞
信
公
辞
摂
政
表
勅
」
と
の
比
較

　

前
項
に
お
い
て
、
朝
綱
が
忠
平
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ

で
は
当
該
勅
答
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
、
同
じ
「
勅
答
」
と
い
う
文

体
で
あ
る
「
答
貞
信
公
辞
摂
政
勅
」
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。
摂
政
に
就
く
こ

と
を
辞
退
し
よ
う
と
し
た
左
大
臣
忠
平
に
対
し
て
、
大
内
記
の
職
に
あ
っ
た
朝

綱
が
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
十
月
二
十
日
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
全

文
を
引
用
す
る
。
簡
単
な
語
釈
を
注
に
附
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
19
（

。
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①
勅
。
省
重
表
、
具
沖
挹
之
懐
。
公
風
神
深
凝
、
徳
宇
高
聳
。
近
取
諸
身
、

則
四
目
之
左
眼
、
遠
喩
於
国
、
則
万
里
之
長
城
。
故
先
皇
寄
以
朕
躬
、

付
以
朝
政
。
既
親
亦
賢
、
物
無
異
望
。
況
公
之
於
朕
也
、
名
為
君
臣
、

志
如
父
子
。
何
嫌
何
疑
、
以
謙
以
拒
。

②
方
今
酷
罰
之
身
、
少
未
有
識
。
雖
聞
三
譲
之
高
古
、
猶
恨
百
揆
之
擁
今
。

上
思
先
帝
把
臂
之
託
、
下
知
少
子
抱
頸
之
情
。
凡
厥
摂
行
、
一
如
前
詔
。

縦
瀝
方
赤
於
公
口
、
何
下
雌
黄
於
朕
脣
。
悉
之
耳
。

〔
①
勅
。
重
表
を
省
み
る
に
、
冲
挹
の
懐
ひ
を
具
さ
に
す
。
公 

風
神
深

く
凝
り
、
徳
宇
高
く
聳
ゆ
。
近
く
諸
れ
を
身
に
取
れ
ば
、
則
ち
四
目
の

左
眼
に
し
て
、
遠
く
国
に
喩
ふ
れ
ば
、
則
ち
万
里
の
長
城
な
り
。
故
に

先
皇 

寄
す
る
に
朕
が
身
を
以
て
し
、
付
す
る
に
朝
政
を
以
て
す
。
既

に
親
に
し
て
亦
た
賢
に
し
て
、
物
に
異
望
無
し
。
況
や
公
の
朕
に
於
け

る
や
、
名
は
君
臣
た
れ
ど
も
、
志
は
父
子
の
ご
と
し
。
何
ぞ
嫌
ひ
て
何

ぞ
疑
は
ん
や
、
以
て
謙
せ
ん
や
以
て
拒
ま
ん
や
。

②
方
に
今 

酷
罰
の
身
に
し
て
、
少
く
し
て
未
だ
識
有
ら
ず
。
三
譲
の

古
へ
に
高
か
ら
ん
こ
と
を
聞
く
と
雖
も
、
猶
ほ
百
揆
の
今
を
擁
す
る
を

恨
む
。
上 

先
帝 

臂
を
把
る
の
託
を
思
ひ
、
下 

少
子 

頸
を
抱
く
の
情

を
知
る
。
凡
そ
厥
の
摂
行
、
一
に
前
詔
の
ご
と
し
。
縦
ひ
方
赤
を
公
の

口
に
瀝
ら
せ
ど
も
、
何
ぞ
雌
黄
を
朕
の
脣
に
下
さ
ん
や
。
之
を
悉
く
す

る
の
み
。〕

 （
大
江
朝
綱
「
答
貞
信
公
辞
摂
政
表
勅
」『
本
朝
文
粋
』
巻
二
﹇
五
一
﹈）

　

こ
れ
も
当
該
勅
答
と
同
様
に
摂
政
を
辞
退
し
た
忠
平
に
対
し
て
、
朱
雀
天
皇

が
慰
留
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
便
宜
上
段
落
番
号
を
付

し
た
。
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
第
①
段
落
に
お
い
て
忠
平
の
素
質
に
言
及

し
、
ま
た
、「
既
親
亦
賢
」
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
自
身
と
血
縁
関
係
に
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
）
20
（

。
そ
の
上
で
、「
況
公
之
於
朕
也
、
名
為
君
臣
、
志
如
父
子
」

と
い
う
よ
う
に
天
皇
自
身
か
ら
の
信
任
が
厚
い
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
後
の
第

②
段
落
に
お
い
て
は
、「
方
今
酷
罰
之
身
、
少
未
有
識
」
と
、
父
で
あ
る
醍
醐

天
皇
を
亡
く
し
た
自
身
の
未
熟
さ
に
言
及
し
た
う
え
で
、
摂
政
就
任
を
強
く
勧

め
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
勅
答
を
当
該
勅
答
の
表
現
と
比
較
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、
個
人
の
素
質
を
称
賛
す
る
こ
と
に
多
く
の
分
量
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
第
①
段
落
で
の
「
風
神
深
凝
」
や
「
徳
宇
高
聳
」
を
は
じ
め
と
す
る

表
現
は
、
忠
平
個
人
の
素
質
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。
無

論
、
当
該
勅
答
に
も
仲
平
個
人
の
こ
と
を
称
賛
す
る
箇
所
は
あ
る
こ
と
に
は
あ

る
。
当
該
勅
答
第
②
段
落
に
、

況
公
芝
扃
席
寵
、
戴
暁
星
而
積
年

0

0

0

0

0

0

、
椒
室
締
花
、
霑
春
露
而
映
日
。

〔 

況
ん
や
公
は
芝
扃 

寵
を
席
き
、
暁
星
を
戴
き
て
年
を
積
ね

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
椒

室 

花
を
締
び
て
、
春
露
に
霑
ほ
ひ
て
日
に
映
ず
。〕

と
、
傍
点
部
の
よ
う
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
永
年
に
渡
り
、

明
け
方
に
な
る
ま
で
公
務
に
精
励
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
戴
暁
星
」
と
い
う
表
現
は
、
句
題
詩
に
用
い
る
べ
き
対
語
を
類
聚
し
た
『
文

鳳
抄
』
に
お
い
て
も
、

戴0p

星0　
飡p
雪 

（『
文
鳳
抄
』
人
部
「
忠
臣
」）
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と
、
蘇
武
が
匈
奴
の
捕
虜
に
な
っ
た
際
、
雪
と
旃
毛
と
を
喰
ら
っ
て
飢
え
を
し

の
い
だ
と
い
う
『
漢
書
』
を
出
典
と
す
る
故
事
と
対
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
対
語
は
、「
忠
臣
」
の
部
立
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該

勅
答
に
お
い
て
も
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
仲
平
の
忠
臣
ぶ
り
を
称
賛
す
る
意
図
が

あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
「
戴
暁
星
」
と
い
う
表
現
は
、
辞
表
提
出
者
を

慰
留
す
る
も
の
と
し
て
い
さ
さ
か
弱
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。「
戴
（
暁
）

星
」
の
類
例
を
二
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。

Ａ
、
晨
入
紫
微
伝
鳳
詔　

暁0

趍
青
瑣
戴
星
0

0

文

〔 

晨
に
紫
微
に
入
り
て
鳳
詔
を
伝
へ
、
暁
に
青
瑣
に
趍
り
て
星
文
を
戴

0

0

0

0

く0

。〕

（ 

源
英
明
「
橘
才
子
以p

予
為w

失
時z

贈
答
之
中
屡
有w

此
句z

余
乃

不p

然
。
故
述w

来
由q

復
次w

本
韻q

」 
『
扶
桑
集
』
巻
七
）

Ｂ
、  

朝
綱
虎
門
聚
雪
、
鳳
闕
戴
星
0

0

、
方
寸
之
勤
、
歳
月
多
積
。
然
而
天
性
素

頑
、
吏
幹
亦
疎
。

〔 

朝
綱 

虎
門
に
雪
を
聚
め
、
鳳
闕
に
星
を
戴
き

0

0

0

0

、
歳
月
多
く
積
も
る
。

然
れ
ど
も
天
性 

素
よ
り
頑
に
し
て
、
吏
幹
も
亦
た
疎
な
り
。〕

（ 

大
江
朝
綱
「
請i

殊
蒙w

鴻
慈q

拝u

任
温
職y

状
」

 

『
本
朝
文
粋
』
巻
六
﹇
一
四
九
﹈）

　

Ａ
は
、
源
英
明
と
橘
在
列
に
よ
る
詩
の
応
酬
の
際
の
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
英
明
自
身
が
天
皇
に
精
勤
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
Ｂ
は
、
朝
綱
が
延

長
三
年
（
九
二
五
）
に
提
出
し
た
奏
状
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
の
用
例
で
分
か
る
よ

う
に
、
自
身
を
謙
遜
す
る
こ
と
が
一
層
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
詩
の
や
り
と
り

の
際
や
奏
状
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
典
故
は
自
身
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
Ｂ
は
、「
然
而
」
以
下
に
謙
辞
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

朝
廷
に
忠
実
に
仕
え
て
き
た
が
、
才
能
が
追
い
付
か
な
い
で
い
る
こ
と
を
述
べ

る
韜
晦
の
文
で
あ
る
。
職
務
へ
の
精
励
ぶ
り
を
前
面
に
出
せ
ば
出
す
ほ
ど
、
む

し
ろ
自
身
の
不
才
を
よ
り
強
調
す
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
戴
暁
星
」
の
表
現
は
、
確
か
に
そ
の
ひ
と
の
精
勤
ぶ
り
を

称
賛
す
る
賛
辞
で
は
あ
る
が
、
こ
の
Ａ
・
Ｂ
の
よ
う
に
、
本
来
は
謙
遜
す
べ
き

自
分
自
身
の
勤
め
ぶ
り
に
つ
い
て
も
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
程
度
の
も
の
な
の

で
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
そ
の
後
に
韜
晦
が
伴
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

当
該
勅
答
に
お
い
て
、
血
統
に
関
わ
り
な
く
仲
平
自
身
に
言
及
し
て
い
る
表

現
は
、
こ
の
外
に
は
見
え
な
い
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
当
該
勅
答
に
お
け
る

仲
平
自
身
へ
の
称
賛
は
、
か
な
り
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

精
勤
ぶ
り
と
そ
の
能
力
と
は
、
ま
た
別
な
の
で
あ
る
。
当
該
勅
答
が
仲
平
に
つ

い
て
話
題
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
彼
の
血
統
や
、
長
年
に
わ
た
る
精

勤
ぶ
り
で
あ
っ
て
、
官
人
と
し
て
の
素
質
そ
れ
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い

な
い
の
だ
。

（
３
）
仲
平
昇
進
と
当
該
勅
答
の
背
景

　

で
は
、
そ
う
し
た
当
該
勅
答
の
構
成
の
背
景
に
は
、
一
体
何
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
立
ち
入
る
前
に
、
仲
平
の
右
大
臣
就
任
の
背
景
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
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所
功
は
、
忠
平
左
大
臣
就
任
後
の
延
長
八
年
一
月
の
公
卿
構
成
に
つ
い
て
、

大
臣
・
納
言
の
職
が
北
家
嫡
流
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
）
21
（

。
こ
の
見

解
に
従
え
ば
、
仲
平
の
右
大
臣
就
任
に
つ
い
て
も
、
忠
平
の
台
頭
）
22
（

が
背
景
と
し

て
あ
っ
た
こ
と
と
思
し
い
。

　

ま
た
、
鎌
倉
初
期
に
平
基
親
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
、
官
職
に
つ
い
て
の
有
職

故
実
書
で
あ
る
『
官
職
秘
抄
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

兄
弟
相
並
例
〈
承
平
、
貞
信
公
（
忠
平
）・
仲
平
公
為
左
右
〉

〔 

兄
弟
相
並
ぶ
の
例
〈
承
平
、
貞
信
公
（
忠
平
）・
仲
平
公 

左
右
を
為

す
〉〕

 

（『
官
職
秘
抄
』
太
政
官
・「
左
右
大
臣
」）

　

こ
こ
で
は
、「
兄
弟
相
並
例
」
と
し
て
、
承
平
年
間
に
忠
平
・
仲
平
が
そ
れ

ぞ
れ
左
大
臣
・
右
大
臣
を
務
め
た
こ
と
が
前
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
仲
平
が

右
大
臣
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
弟
で
左
大
臣
・
右
大
臣
を
務
め
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
仲
平
の
右
大
臣
就
任
は
、
忠
平
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を

持
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
を
了
解
し
た
う
え
で
、
当
該
勅
答
の
表
現
を
今
一
度
検
討
し

て
み
よ
う
。

① 

重
得
表
具
之
。
夫
立
事
立
官
、
卿
家
之
旧
語
、
世
功
世
徳
、
何
人
之
遺

蹤
。
去
病
則
是
霍
将
軍
博
陸
之
兄
、
玄
成
寧
非
韋
丞
相
第
二
之
子
。
縦

云
侯
王
無
種
、
已
知
公
卿
有
門
。

②
況
公
芝
扃
席
寵
、
戴
暁
星
而
積
年
、
椒
室
締
花
、
霑
春
露
而
映
日
。

③ 

朕
之
所
加
、
自
副
僉
属
。
方
今
一
片
風
清
、
雖
払
奔
競
之
跡
、
万
機
塵

鬧
、
恐
擁
謙
譲
之
懐
。
朕
心
匪
石
、
公
何
可
転
。
莫
重
地
中
之
山
、
以

塞
天
下
之
望
耳
。

承
平
三
年
三
月
十
六
日

　

仲
平
の
血
統
を
賛
美
す
る
第
①
段
落
中
に
あ
る
傍
線
部
は
、
当
該
勅
答
中
に

お
い
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た

よ
う
な
忠
平
と
朝
綱
と
の
関
係
や
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
霍
去
病
は
「
兄
」
の
、

韋
玄
成
は
「
弟
」
の
関
連
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、

ま
た
、
傍
線
部
中
の
「
博
陸
」
が
、

国
王
十
五
歳
ヨ
リ

　
　

以
前
ハ
、
関
白
殿
奉o

易
リ
王
ニa

行
ヒ
政
務
ヲq

給
フ
故
ニ
、

摂
政
関
白
ト
モ

　
　

云
ヒ
、
執
柄
ト
モ
云
ナ
リ
。
唐
名
ヲ
ハ
、
博ハ
ク

陸
ト
云
也
。

 

（
国
会
図
書
館
本
『
和
漢
朗
詠
注
』（
見
聞
系
）
六
「
丞
相
付
執
政
」）

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
摂
政
の
唐
名
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

傍
線
部
を
換
言
す
れ
ば
、
仲
平
の
弟
で
あ
り
既
に
左
大
臣
に
昇
進
し
摂
政
も
務

め
て
い
た
忠
平
を
霍
光
に
、
仲
平
の
父
で
あ
る
基
経
を
韋
賢
に
喩
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
解
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
傍
線
部
は
、
仲
平
の
こ

と
を
前
漢
の
人
物
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
経
や
忠
平
の
こ
と
を
も

賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

勅
答
に
お
い
て
辞
表
提
出
者
の
氏
族
を
称
賛
す
る
こ
と
は
、
朝
綱
自
身
が
忠

平
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
仲
平
の
妹
で
あ
る
藤
原
穏
子
）
23
（

が
朱

雀
天
皇
の
母
に
あ
た
り
、
天
皇
が
仲
平
に
と
っ
て
の
甥
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
特
に
不
自
然
で
も
な
か
ろ
う
。
当
該
勅
答
は
、
あ
く
ま
で
も
仲
平
に
対

し
て
著
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
て
そ
の
視
座
は
、
弟
で
あ
る
忠
平
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に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
え
、
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
か
よ
う
な
ま
で
に
個
人
の
素
質
よ
り
も
藤
原
氏
と
し
て
の
血
統
を
こ

と
さ
ら
に
こ
と
ほ
ぐ
の
は
、
何
よ
り
も
仲
平
自
身
の
官
人
と
し
て
の
素
質
の
乏

し
さ
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
仲
平
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
仲
平
の
出
世
が

遅
れ
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
伊
勢
と
の
恋
愛
で
知
ら
れ
た
よ
う
な
歌
人
・

風
流
人
と
し
て
の
彼
の
素
質
が
、
そ
も
そ
も
官
人
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
24
（

。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
仲

平
は
、
文
化
人
と
し
て
は
と
も
か
く
、
官
人
と
し
て
は
弟
の
忠
平
と
比
べ
る
と

ど
う
し
て
も
見
劣
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
血
統
や
精
励
ぶ
り
し
か
褒
め
よ
う

の
な
い
凡
庸
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
冒
頭
部
で
見
た
よ

う
に
、
当
該
勅
答
の
文
面
は
、
仲
平
方
の
辞
表
作
者
と
の
談
合
を
経
た
う
え
で

決
定
さ
れ
た
と
思
し
い
。
か
よ
う
な
人
物
を
慰
留
す
る
文
章
を
作
成
す
る
に
あ

た
り
、
ど
の
よ
う
な
措
辞
で
も
っ
て
慰
留
す
る
べ
き
な
の
か
を
両
者
で
検
討
し
、

妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
た
結
果
が
こ
の
文
面
な
の
だ
。
仲
平
方
の
辞
表
作
者
に
よ

る
「
官
人
仲
平
」
評
も
決
し
て
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
当
該
勅
答
を
具
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
平
の
盛
隆
ぶ
り
と
、

官
人
と
し
て
の
仲
平
の
微
妙
な
立
ち
位
置
と
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
江
朝
綱
が
作
成
し
た
当
該
勅
答
の
本
文
校
訂
に
お
け
る
問
題

と
、
そ
の
表
現
世
界
の
背
景
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。
当
該
勅
答
は
、

諸
本
の
作
る
通
り
「
第
二
之
子
」
の
本
文
の
ま
ま
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
本
稿
で
論
じ
た
傍
線
部
の
表
現
は
、
第
①
段
落
で
の
藤
原
氏
称
賛
の
文
脈

の
も
と
に
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
当
該
勅
答
の
表
現
の
背
景
と
し
て
は
、

藤
原
北
家
の
栄
達
・
忠
平
と
朝
綱
と
の
親
密
ぶ
り
・
仲
平
自
身
の
官
人
と
し
て

の
素
質
と
い
う
こ
と
が
、
複
合
的
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
本
稿
で
は
、
当
該
勅
答
の
表
現
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
、『
文

鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』・『
蒙
求
抄
』
と
い
っ
た
二
次
資
料
を
参
照
し
た
。
二
次
資

料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
背
後
に
あ
る
作
者
の
意
図
や
、
そ
の

故
事
が
い
か
な
る
異
伝
と
と
も
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。

　

紙
幅
の
関
係
上
触
れ
な
か
っ
た
が
、『
文
鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』
に
お
い
て
、

そ
の
語
が
収
載
さ
れ
て
い
る
部
立
名
に
着
目
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
漢
語
が
含
ま

れ
て
い
る
作
品
が
い
つ
、
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
も
、
よ
り

明
確
に
確
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
よ
う
。
読
解

し
て
い
る
詩
文
の
な
か
に
『
文
鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』
で
い
う
と
「
老
壮
」・「
老

少
」・「
老
幼
」
な
ど
と
い
っ
た
年
齢
に
関
す
る
部
立
に
類
聚
さ
れ
て
い
る
語
が

作
者
自
身
を
形
容
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
う
し
た
場

合
、『
文
鳳
抄
』・『
擲
金
抄
』
の
当
該
部
立
を
参
照
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
作
品
が
、

作
者
が
何
歳
の
と
き
に
著
さ
れ
た
作
品
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
自
ず
と
分
か

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
贈
答
詩
で
の
表
現
に
お
い
て
詩
を
贈
っ
た

相
手
に
対
し
、
そ
う
し
た
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
場
合
も
同
様
の
手
順
を
踏
め

ば
、
作
者
の
相
手
に
対
す
る
感
情
・
印
象
と
い
っ
た
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
分
か
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る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

平
安
朝
漢
詩
文
研
究
で
は
、
詩
語
の
性
格
や
傾
向
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
よ

く
用
い
ら
れ
る
の
が
、
実
作
に
お
け
る
用
例
を
検
討
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。

確
か
に
そ
れ
は
妥
当
な
手
法
で
は
あ
る
が
、
平
安
朝
漢
詩
文
の
寥
々
た
る
現
存

作
品
数
の
前
で
は
、
あ
ま
り
意
味
を
成
さ
な
い
こ
と
が
ま
ま
起
こ
っ
て
し
ま
う

の
だ
。
あ
ま
り
に
も
少
な
い
用
例
数
で
も
っ
て
、
結
論
を
下
し
て
し
ま
う
こ
と

程
、
危
う
い
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め

の
、
い
わ
ば
「
補
助
輪
」
の
よ
う
な
存
在
が
、
本
稿
に
お
い
て
活
用
し
た
、
対

語
語
彙
集
や
抄
物
と
い
っ
た
後
人
の
手
に
よ
る
二
次
資
料
な
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
漢
詩
文
研
究
で
は
、
二
次
資
料
、
特
に
『
文
鳳
抄
』・『
擲

金
抄
』
に
つ
い
て
は
、
句
題
詩
研
究
を
除
き
、
さ
ほ
ど
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
き
ら
い
が
あ
る
。
今
後
は
、
散
文
作
品
を
研
究
す
る
際
に
も
活
用
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
用
例
を
検
討
し
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
用
例
を
列
挙
し
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
漢
詩

文
に
お
け
る
表
現
を
よ
り
深
く
考
え
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
実
作
作
品
に
お
け
る

用
例
と
、
二
次
資
料
と
を
組
み
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
本
稿
は
、
平
安
朝
漢
詩
文
研
究
に
お
い
て
二
次
資
料
を
活
用
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
述
べ
る
、
そ
の
一
環
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

使
用
テ
ク
ス
ト

○
『
本
朝
文
粋
』
…
身
延
山
久
遠
寺
本
・
新
大
系
（
参
照
：
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
註
釈
』

内
外
出
版
、
一
九
二
二
）
○
『
大
鏡
』・『
枕
草
子
』
…
新
全
集 

○
『
新
撰
朗
詠
集
』
…
柳

澤
良
一
『
全
釈
新
撰
朗
詠
集
』（
新
典
社
、
二
〇
一
一
）
○
『
擲
金
抄
』
…
真
福
寺
本　

○
『
蒙

求
抄
』
…
抄
物
資
料
集
成　

○
『
本
朝
続
文
粋
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
本　

○
『
文
鳳
抄
』

…
歌
論
歌
学
集
成　

○
『
扶
桑
集
』
…
田
坂
順
子
『
扶
桑
集
│
校
本
と
索
引
│
』（
櫂
歌
書
房
、

一
九
八
五
）
○
『
官
職
秘
抄
』
…
群
書
類
従
本　

○
国
会
図
書
館
本
『
和
漢
朗
詠
注
』（
見

聞
系
）
…
伊
藤
正
義
・
黒
田
彰
・
三
木
雅
博 

編
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』（
大
学
堂
出

版
、
一
九
九
四
）　

○
『
西
宮
記
』
…
神
道
大
系　

◯
『
柱
史
抄
』
…
群
書
類
従　

○
『
史

記
』・『
漢
書
』
…
中
華
書
局
標
点
本
（『
史
記
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
點
校
本
二
十
四
史

修
訂
本
の
他
に
瀧
川
亀
太
郎
『
史
記
会
注
考
証
』（
東
方
文
化
研
究
所
、
一
九
三
二
）
も
参

照
し
た
）　

○
南
化
本
『
史
記
』
…
古
典
研
究
会
叢
書
影
印　

〇
『
世
俗
諺
文
』
…
濱
田
寛

『
世
俗
諺
文
全
注
釈
』（
新
典
社
、
二
〇
一
五
）

※
漢
文
資
料
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
原
文
の
後
の
〔　
　
　

〕
内
に
書
き
下
し
文
を
付

し
た
。
ま
た
、
漢
文
の
句
読
点
は
、
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　 

『
文
鳳
抄
』
に
つ
い
て
は
、
本
間
洋
一
「『
文
鳳
抄
』
編
纂
素
材
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

（
本
間
『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。『
擲

金
抄
』
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
道
生
『
擲
金
抄
』
解
題
（『
擲
金
抄
（
真
福
寺
善
本
叢
刊
11
）』

臨
川
書
店
、
一
九
九
八
）、
本
間
洋
一
「『
擲
金
抄
』
の
素
材
に
つ
い
て
│
注
文
・
語
彙

を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
央
大
学
国
文
』
三
十　

一
九
八
七
、
三
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

仲
平
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
斉
藤
浩
徳
「
説
話
文
学
に
お
け
る
藤
原
仲

平
の
一
考
察
」（『
中
世
近
世
文
学
研
究
』
一
四　

一
九
八
一
、
一
）、
浅
野
洋
一
「
藤

原
仲
平
の
出
世
遅
延
に
関
す
る
一
考
察
」（『
大
和
物
語
・
大
鏡
探
求
』
二
松
学
舎
大
学
、

一
九
八
五
）
参
照
。

（
3
）　

後
藤
昭
雄
「
文
体
解
説
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

本
朝
文
粋
』）
参
照
。

（
4
）　

身
延
山
本
に
つ
い
て
は
、
阿
部
隆
一
「
本
朝
文
粋
伝
本
考
│
身
延
本
を
中
心
に
し
て
」

（『
重
要
文
化
財 

本
朝
文
粋
』
汲
古
書
店
、
一
九
八
〇
）
参
照
。
ま
た
、『
本
朝
文
粋
』

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
曾
根
章
介
『
王
朝
漢
文
学
論
攷　
『
本
朝
文
粋
』
の
研
究
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
参
照
。
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（
5
）　

◆
侯
王
無
種
…
秦
の
時
、
反
乱
を
起
こ
し
た
陳
勝
が
「
王
侯 

将
相 

安
く
ん
ぞ
種
あ

ら
ん
や
」
と
述
べ
た
こ
と
に
ち
な
む
（『
史
記
』
陳
渉
世
家
）。
◆
去
病
則
是
〜
…
「
去

病
」
と
は
、
霍
去
病
（
前
一
四
〇
〜
前
一
一
七
）
の
こ
と
。
前
漢
の
人
物
。
北
方
の
異

民
族
で
あ
る
匈
奴
と
戦
い
、
武
名
を
馳
せ
た
。
博
陸
（
日
本
で
は
摂
政
・
関
白
の
唐
名
）

に
ま
で
昇
っ
た
霍
光
の
兄
に
あ
た
る
。『
史
記
』・『
漢
書
』
に
伝
が
あ
る
。こ
こ
で
の
「
博

陸
」
と
は
、
霍
光
の
こ
と
。
◆
玄
成
寧
非
〜
…
「
玄
成
」
と
は
、
韋
玄
成
（
？
〜
前
三

六
）
の
こ
と
。
前
漢
の
人
物
。
経
書
に
明
る
く
、
丞
相
に
ま
で
昇
進
し
た
。
同
じ
く
丞

相
に
ま
で
昇
っ
た
韋
賢
（
子
息
に
は
黄
金
を
与
え
る
よ
り
も
経
書
を
教
え
た
ほ
う
が
良

い
こ
と　

を
述
べ
る
『
蒙
求
』
の
標
題
「
韋
賢
満
籝
」
で
有
名
）
の
息
子
に
あ
た
る
。「
韋

丞
相
」
と
は
、
韋
賢
の
こ
と
。
◆
芝
扃
…
こ
こ
で
は
御
所
の
こ
と
。
◆
戴
暁
星
の
句
…

長
年
に
わ
た
っ
て
、
明
け
方
ま
で
公
務
に
精
励
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。「
巫
馬
戴
星
」

（『
蒙
求
』）
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
◆
椒
室
…
「
椒
室
」
と
は
、
皇
后
の
部
屋
の
こ
と
。

な
お
、
仲
平
の
妹
で
あ
る
穏
子
は
、
醍
醐
天
皇
の
中
宮
と
な
り
、
朱
雀
天
皇
の
母
で
も

あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
椒
室
」
と
の
関
連
は
未
詳
。
◆
僉
属
…
多
く
の
人
々
の
要
望
。

◆
奔
競
…
官
位
・
官
職
を
求
め
て
競
い
合
う
こ
と
。
◆
朕
心
匪
石
〜
…
『
毛
詩
』
邶
風

「
柏
舟
」
に
「
我
が
心 

石
に
匪
ず
、
転
ず
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
強
い

決
意
を
示
す
。
◆
地
中
之
山
…
『
易
』
謙
象
伝
に
、「
地
中
に
山
有
り
、
謙
と
は
、
君

子
以
て
多
き
を
裒へ

ら
し
寡
き
を
益ま

す
…
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

（
6
）　

浅
野
注（
2
）前
掲
論
文
で
は
、
仲
平
の
出
世
が
遅
滞
し
て
い
た
背
景
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
仲
平
自
身
の
官
人
と
し
て
の
素
質
の
乏
し
さ
や
、
仲
平
が
菅
原
道
真
の
女
婿
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（
7
）　
『
蒙
求
』
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
太
田
晶
二
郎
「「
四
部
ノ
読
書
」
考
」（『
太
田
晶
二

郎
著
作
集
』
第
一
冊 

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
）、
同
「
勧
学
院
の
雀
は
、
な
ぜ
蒙
求

を
囀
っ
た
か
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊 

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
）
な
ど

参
照
。

（
8
）　

こ
こ
で
の
「
長
易
」、
不
審
。
あ
る
い
は
、「
長
男
」
の
誤
記
か
。

（
9
）　

注（
5
）の
注
釈
参
照
。

（
10
）　

当
時
の
文
人
貴
族
に
お
け
る
用
典
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
山
田
尚
子
『
中
国
故
事
受

容
論
考  

古
代
中
世
日
本
に
お
け
る
継
承
と
展
開
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）、
同
『
重

層
と
連
関
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　
『
新
釈
漢
文
大
系　

史
記
』
に
お
け
る
水
沢
利
忠
に
よ
る
解
釈
で
も
、
こ
の
「
第
二

子
」
の
こ
と
を
次
男
と
し
て
解
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
第
二
子
」
と
い
う
表

記
に
つ
い
て
、『
史
記
』
諸
本
間
で
の
特
筆
す
べ
き
本
文
異
同
は
な
い
よ
う
だ
。

（
12
）　

後
藤
昭
雄
「
本
朝
文
粋
本
文
校
訂
三
条
」（『
本
朝
漢
詩
文
資
料
論
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
二
）、
滝
川
幸
司
「
仲
春
釈
奠
聴
講
孝
経
同
賦
資
〔
事
〕
父
事
君
│
菅
家
文
草
・

本
朝
文
粋
の
校
訂
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
文
論
藻
』（
京
都
女
子
大
大
学
院
文
学
研
究

科
紀
要
）
二
〇
一
七
、
三
）、
廖
栄
発
「
紀
長
谷
雄
の
「
詩
言
志
」
の
宣
言 

「
延
喜
以

後
詩
序
」
を
読
み
直
す
」（『
和
漢
比
較
文
学
』
五
六　

二
〇
一
六
、
二
）
と
い
っ
た
論

考
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
年
、
新
大
系
の
個
々
の
作
品
の
本
文
校
訂
に
つ
い
て
疑
義

を
呈
す
る
向
き
が
強
く
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
も
そ
れ
ら
の
驥
尾
に
付
す
も
の
で
あ
る
。

（
13
）　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
で
は
、『
史
記
』
に
関
連
す
る
書
籍
が
六
部
記
録
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、『
漢
書
』
関
連
の
書
籍
は
、
十
二
部
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
史
記
』
と
『
漢

書
』
の
読
書
史
に
つ
い
て
は
、
大
木
康
「『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
読
書
史
│
『
漢
書
』

の
歴
史
」（
大
木
『『
史
記
』
と
『
漢
書
』
│
中
国
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
八
）
参
照
。

（
14
）　

大
木
注
一
三
前
掲
論
文
参
照
。

（
15
）　
『
二
中
歴
』
巻
十
一
「
経
史
歴
」
は
、「
三
史
」
と
し
て
『
史
記
』・『
漢
書
』・『
後
漢

書
』
の
順
で
掲
げ
る
。

（
16
）　

佐
藤
道
生
「
平
安
後
期
の
文
章
得
業
生
に
関
す
る
覚
書
」（「
芸
文
研
究
」
一
一
三
‐

１　

二
〇
一
七
、
一
二
）
参
照
。

（
17
）　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
延
長
二
年
（
九
二
四
）
に
左
大
臣
に
就
任
し
、
同
八
年
（
九

三
〇
）
に
摂
政
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
18
）　

小
野
泰
央
「
大
江
朝
綱
論
」（
小
野
『
平
安
朝
天
暦
期
の
文
壇
』
風
間
書
房
、
二
〇

〇
八
）
参
照
。

（
19
）　

◆
沖
挹
之
懐
…
こ
こ
で
は
、
摂
政
就
任
を
断
っ
た
忠
平
の
謙
退
の
心
の
こ
と
。
◆
風

神
深
凝
…
「
風
神
」
と
は
才
気
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
忠
平
の
才
気
が
堅
く
凝
る
こ
と
。
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◆
徳
宇
高
聳
…
忠
平
の
徳
が
高
く
聳
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
◆
四
目
之
左
眼
…

「
四
目
」
と
は
四
方
の
情
を
明
ら
か
に
す
る
目
。「
左
眼
」
と
は
、忠
平
が
左
大
臣
で
あ
っ

た
こ
と
に
ち
な
む
か
。（
柿
村
注
）
◆
万
里
之
長
城
…
万
里
に
続
く
城
。
◆
先
皇
…
醍

醐
天
皇
の
こ
と
。「
先
帝
」
も
同
義
。
◆
酷
罰
…
父
を
失
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
父
の

醍
醐
天
皇
が
延
長
八
年
九
月
に
崩
御
し
た
こ
と
を
い
う
。
◆
三
譲
…
役
職
を
再
三
に
わ

た
っ
て
固
辞
す
る
こ
と
。
◆
百
揆
…
多
く
の
官
吏
の
こ
と
。
朝
廷
を
支
え
る
官
人
た
ち

の
こ
と
。
◆
方
赤
…
ま
ご
こ
ろ
。「
方
寸
赤
心
」
の
略
。
◆
雌
黄
…
顔
料
の
一
種
。
文

章
の
誤
り
を
訂
正
す
る
の
に
用
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
何
下
雌
黄
於
朕
脣
」
で
、
私
（
天

皇
）
の
言
葉
を
撤
回
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
く
れ
、
と
い
う
意
味
。

（
20
）　

こ
の
「
親
」
字
を
含
む
表
現
は
、
平
安
時
代
作
成
の
辞
摂
政
表
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
山
田
尚
子
「
周
公
旦
の
故
事
と
摂
政
」（
山
田
『
重
層
と
連
関
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
六
）
は
、
少
な
く
と
も
堀
河
天
皇
の
頃
ま
で
は
、
摂
政
に
は
帝
の
近
親

者
が
就
く
の
が
好
ま
し
い
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

（
21
）　

所
功
「
延
喜
の
治
の
再
検
討
」（「
皇
学
館
大
学
紀
要
」
６　

一
九
六
八
、
二
）
参
照
。

（
22
）　

忠
平
の
台
頭
に
つ
い
て
は
、
所
注（
20
）前
掲
論
文
の
ほ
か
に
、
藤
木
邦
彦
「
延
喜
天

暦
の
治
」（
藤
木
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
）
な
ど
参
照
。

（
23
）　

穏
子
に
つ
い
て
は
、
藤
木
邦
彦
「
藤
原
穏
子
と
そ
の
時
代
」（
藤
木
『
平
安
王
朝
の

政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
）
参
照
。

（
24
）　

浅
野
注
二
前
掲
論
文
参
照
。
注
六
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
附
記
）

本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
平
成
二
十
九
年
度
秋
季
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も

の
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
諸
氏
の
所
見
を
参
考
に
し
、
内
容
改
善
に
努
め
た
。


